
大阪府庁舎での手数料納付方法について（１/１）

①大阪府ピピっとネットにて、大阪府手数料（POS）納付用 連絡票を印刷してください。

※印刷する際の注意事項
■用紙サイズをA4にしてください。
■片面印刷（裏面が白紙）してください。
■印刷設定で「実際のサイズ」を選択して印刷

②大阪府庁舎窓口に連絡票を提示し、
手数料を納付してください。

大阪府手数料（POS）納付用 連絡票（サンプル）

③納付後に、収納済印字がされた連絡票と領収書（本人様控え）を受け取りください。

④連絡票を申請書の貼付欄に貼付の上、所管の保健所に提出してください。

■府庁舎本館１階 りそな銀行大手支店
■府庁舎別館１階 玄関ホール内
■咲洲庁舎１階 フェスパ内

※手数料納付窓口（ＰＯＳレジ）では、令和２年１２月２２日（火）

より、現金の他にキャッシュレス（クレジットカード、電子マネー、

スマートフォン決済）によるお支払方法がお選びいただけます。

詳しくは会計局のホームページをご覧ください

→ 大阪府庁（本庁）の手数料納付窓口について

http://www.pref.osaka.lg.jp/kaikei/madoguchi/index.html）
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